
　

証券コード 1730

平成22年６月10日

株 主 各 位
神奈川県川崎市中原区苅宿36番１号

麻生フオームクリート株式会社
代表取締役社長 河 村 洋 介

第49期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

　さて、当社第49期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使

書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年６月24日（木曜日）営業時間

終了時（午後５時20分）までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記
1. 日 時 平成22年６月25日（金曜日）午前10時

2. 場 所 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番地１

新横浜フジビューホテル（東館２階 芙蓉の間）

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 第49期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）事業報告

及び計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役５名選任の件

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　本株主総会にご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付に

ご提示くださいますよう、お願い申しあげます。

　株主総会参考書類、事業報告及び計算書類について修正が生じた場合には、インタ

ーネット上の当社ウェブサイト（http://www.asofoam.co.jp/）に掲載することによ

り、お知らせいたします。
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（添 付 書 類）

事 業 報 告

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

1. 会社の現況に関する事項

　(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、国内外の景気刺激策効果による輸出の持ち

直しや耐久財消費の増加などを背景に、一部で緩やかながら回復基調が続きまし

たが、企業は依然として不稼動設備や過剰雇用を抱えた状態であり、設備投資の

低迷や厳しい雇用・所得環境が続くなど、総体的には厳しい状況で推移いたしま

した。

建設業界におきましても、政府の景気対策により公共工事が増加したものの、

民間設備投資の低迷や所得・雇用環境に大きな改善が見られなかったことから民

間住宅投資が大きく落ち込むなど、民間建設投資の大幅な減少により建設市場は

縮小し、また受注競争も一層激化するなど、依然として厳しい経営環境が続きま

した。

このような状況の下、当社は営業展開を強化するとともにコスト低減に努め、

受注量の獲得と利益の確保に取組んでまいりました。

この結果、受注高は3,826百万円（前事業年度比1.4％増)、請負工事に係る収益

の計上基準の変更に伴い工事進行基準を適用した工事が多かったことなどから、

売上高は3,839百万円（前事業年度比8.0％増）となりました。

利益につきましては、工事施工の効率化に努めましたが、受注価格競争の激化

による利益率の低下や一部不採算工事が発生したことなどから、営業利益は15百

万円（前事業年度比81.8％減）に、営業外収益として受取技術料などを計上した

ことにより経常利益は23百万円（前事業年度比77.5％減）に、特別利益として貸

倒引当金戻入額などを計上したことなどにより当期純利益は35百万円（前事業年

度比55.2％増）となりました。

部門別の状況は、次のとおりであります。

（気泡コンクリート工事部門）

空洞充填工事の受注高が612百万円（前事業年度比41.6％減）と前事業年度に比

べ大幅に減少しましたが、用水路トンネル関係の物件を中心に受注が計画以上だ

ったことや、軽量盛土工事の受注高が1,348百万円（前事業年度比63.9％増）とほ

ぼ計画どおりだったこと、また管路中詰工事の受注高が975百万円（前事業年度比

49.8％増）と見込んでいたガスパイプライン関係の大型物件を中心に順調に受注

出来たことなどから計画より大幅に増加し、気泡コンクリート工事部門の受注高

は2,936百万円（前事業年度比16.4％増）と増加いたしました。

完成工事高につきましては、受注高の減少から空洞充填工事が745百万円（前事
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業年度比15.9％減）と減少しましたが、請負工事に係る収益の計上基準の変更に

伴い工事進行基準を適用した工事や前事業年度からの繰越工事が多かったことな

どから、軽量盛土工事が1,382百万円（前事業年度比79.8％増）、管路中詰工事が

793百万円（前事業年度比136.1％増）と大幅に増加し、気泡コンクリート工事部

門の完成工事高は2,921百万円（前事業年度比46.7％増）と増加いたしました。

（地盤改良工事部門）

民間設備投資の低迷や民間住宅投資の落ち込みなどから、発注物件が減少し発

注規模も小型化したことに加え、受注競争が一層激化したことにより、地盤改良

工事部門の受注高は691百万円（前事業年度比34.7％減）と計画を大幅に下回り減

少いたしました。

完成工事高につきましては、受注高の減少や前事業年度からの繰越工事も少な

かったことなどから、地盤改良工事部門の完成工事高は697百万円（前事業年度比

47.2％減）と減少いたしました。

（補修工事部門）

大型工事を受注出来たことから受注高は192百万円（前事業年度比10.3％増）と

増加し、完成工事高につきましても192百万円（前事業年度比10.1％増）と増加い

たしました。

（その他工事部門）

受注高は５百万円（前事業年度比65.5％減)、完成工事高につきましても前事業

年度からの繰越工事がなかったことから５百万円（前事業年度比73.9％減）とな

りました。

（商品販売部門）

起泡剤や固化剤の販売などで売上高は22百万円（前事業年度比53.0％減）とな

りました。

(単位：千円)

部 門 別
前事業年度繰越
工 事 高

当事業年度受注
工 事 高

当事業年度完成
工 事 高

翌事業年度繰越
工 事 高

気泡コンクリート工事 756,450 2,936,482 2,921,574 771,358

地 盤 改 良 工 事 63,000 691,892 697,821 57,071

補 修 工 事 ― 192,709 192,422 287

そ の 他 工 事 ― 5,398 5,398 ―

合 計 819,450 3,826,483 3,817,215 828,717
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　(2) 設備投資の状況

当事業年度中に実施した設備投資の総額は、88百万円であり、このうち主なも

のは、機械装置の購入及び会計基幹システムの導入などであります。

　(3) 資金調達の状況

当事業年度の所要資金は、自己資金及び借入金によりまかない、増資等による

資金調達はありません。

　(4) 財産及び損益の状況

(単位：千円)

区 分
平成19年３月期

第46期
平成20年３月期

第47期
平成21年３月期

第48期
平成22年３月期
第49期（当期)

売 上 高 3,841,707 3,565,650 3,555,338 3,839,801

経 常 損 益 △5,249 36,283 102,789 23,085

当 期 純 損 益 △7,459 △65,760 23,089 35,824

１ 株 当 た り 当 期 純 損 益 △２円18銭 △19円24銭 ６円75銭 10円48銭

総 資 産 3,349,651 3,106,248 3,058,577 3,076,150

純 資 産 1,482,176 1,385,493 1,398,425 1,422,169

（注）1. １株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式数に基づき算出しております。
 2. △は、損失を表示しております。

　(5) 対処すべき課題

国内建設市場の縮小傾向や競争の激化が続くなかにあって、企業の堅実な持続

成長を実現可能とする収益構造を、いかに具体的に構築するかが重要な課題であ

ると認識しております。当社といたしましては、要求度が高まる諸ニーズ（社会、

市場、顧客、環境負荷、雇用等）に迅速に対応し、また新市場の開拓に注力し受

注の拡大に取組むとともに、一層の生産効率の向上に取組み、利益の確保に努め

てまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援ご鞭撻を賜りますよ

うお願い申しあげます。

　(6) 主要な事業内容（平成22年３月31日現在）

当社は、建設業法により特定建設業者「(特－18) 第4855号」として国土交通大

臣許可を受け、土木、建築ならびにこれらに関連する事業を行っております。
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　(7) 主要な事業所（平成22年３月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社 神奈川県川崎市

東 京 支 店 神奈川県川崎市

大 阪 支 店 大阪府茨木市

福 岡 支 店 福岡県糟屋郡

東 京 営 業 所 東京都千代田区

札 幌 営 業 所 北海道札幌市

名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市

　(8) 従業員の状況（平成22年３月31日現在）

区 分 従 業 員 数（名） 前事業年度末比増減（名) 平均年齢（歳) 平均勤続年数（年)

男 性 78 △2 41.1 12.5

女 性 4 △1 49.2 11.1

合 計 又 は 平 均 82 △3 41.5 12.5

　(9) 重要な親会社及び子会社の状況

　 ① 親会社との関係

当社の親会社は株式会社麻生で、同社は当社の株式を1,420千株（議決権比率

41.55％）保有いたしております。他に同社は当社の株式を700千株（議決権比

率20.48％）間接保有いたしております。

同社は、医療関連事業、環境関連事業、建築資材製造販売、不動産事業を主

な事業内容としており、当社は同社より工事を受注しております。

　 ② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

 (10) 主要な借入先（平成22年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 福 岡 銀 行 54,000千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 8,000千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 4,000千円
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2. 会社の株式に関する事項（平成22年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 12,080,000株

(2) 発行済株式の総数 3,418,248株（自己株式1,752株を除く。）

(3) 株主数 367名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 麻 生 1,420,000株 41.54％

株 式 会 社 麻 生 地 所 400,000 11.70

麻 生 石 油 販 売 株 式 会 社 300,000 8.77

宗 教 法 人 萬 福 寺 160,000 4.68

岸 本 孝 雄 94,000 2.74

麻生フオームクリート従業員持株会 62,400 1.82

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 60,000 1.75

株 式 会 社 福 岡 銀 行 60,000 1.75

株式会社西日本シティ銀行 60,000 1.75

楊 耀 宇 50,000 1.46

(注）持株比率は自己株式（1,752株）を控除して計算しております。

3. 新株予約権に関する事項

　 該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項（平成22年３月31日現在）

　(1) 取締役及び監査役の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 河 村 洋 介
株式会社麻生取締役
麻生ラファージュセメント株式会
社取締役

代 表 取 締 役
専 務 取 締 役

牧 瀬   明 営業本部長

取 締 役 原 田 敬 一 管理部長

取 締 役 吉 田 裕 司 東京支店長

取 締 役 杉 山 嘉 則
生産技術本部長
株式会社麻生取締役建設コンサル
ティング事業部長

常 勤 監 査 役 福 原 章 介

監 査 役 松 本 敏 男 株式会社麻生シニアアドバイザー

監 査 役 小 平   徹

(注）1. 監査役福原章介、松本敏男の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
2.  監査役福原章介氏は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ等における企業行動規範に関する規則の

特例第15条に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
3. 平成21年６月25日開催の第48期定時株主総会において、杉山嘉則氏が取締役に、福原章介、

松本敏男の両氏が監査役に新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
4. 平成21年６月25日開催の第48期定時株主総会終結の時をもって、取締役宮﨑武知氏、監査

役藤本昭氏が任期満了により退任いたしました。

　(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 人 数 支 給 額

取 締 役 ５名 48,910千円

監 査 役
( う ち 社 外 監 査 役 )

２名
   (１名)

12,833千円
  (6,753千円)

(注）1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成11年６月22日開催の第38期定時株主総会において、年額

100,000千円以内（これには、使用人兼務役員の使用人分給与は含みません。）と決議いた
だいております。

3. 監査役の報酬限度額は、平成11年６月22日開催の第38期定時株主総会において、年額
30,000千円以内と決議いただいております。

4. 取締役１名及び社外監査役２名は無報酬となっております。
5. 上記報酬等の額には、第48期定時株主総会において決議いただいた役員退職慰労金として

退任取締役分10,500千円、及び常勤監査役を退任し非常勤監査役に就任いたしました監査
役分3,500千円を含んでおります。

6.  上記報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金として費用処理した6,814千円
（取締役5,813千円、監査役1,000千円）を含んでおります。
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　(3) 社外役員に関する事項

①重要な兼職先と当社との関係

監査役松本敏男氏は、株式会社麻生シニアアドバイザーに就任しております。

　株式会社麻生は、当社の特定関係事業者であります。

②当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名 当事業年度における主な活動状況

常 勤 監 査 役 福 原 章 介

監査役就任後に開催された取締役
会19回及び監査役会7回の全てに
出席し、外部的視点かつ中立的な
立場から意見を述べております。

監 査 役 松 本 敏 男

監査役就任後に開催された取締役
会19回のうち10回出席、監査役会
7回の全てに出席し、外部的視点
かつ中立的な立場から意見を述べ
ております。

5. 会計監査人の状況

　(1) 名称 新日本有限責任監査法人

　(2) 報酬等の額

支払額

公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１

項の業務(監査証明業務)の対価として当社が支払

うべき報酬の額

15,500千円

(注) 1.  当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年
度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2.  上記以外の業務に基づく報酬はありません。

　(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

　(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定

めるいずれかの事由に該当した場合に、取締役会ならびに監査役会において検討

いたします。

　また、不再任につきましては、会計監査人の職務遂行状況、監査の品質等を総

合的に勘案して、取締役会及び監査役会において検討いたします。
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6. 会社の体制及び方針

　 業務の適正を確保する体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体

制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおり

であります。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

・取締役は、会社経営に関する重要事項及び業務執行状況を取締役会に報告し

て情報の共有化をはかり、法令、定款、社内規程に基づき重要事項の決定な

らびに業務執行状況を監視するための十分な体制を構築する。

・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ健全に行われ

るため、企業行動規範を定めるとともに、コンプライアンス研修等を継続的

に実施することによりコンプライアンスの啓発を行い、全社的なコンプライ

アンス体制の強化をはかる。

・内部監査部門は、法令の遵守及び社内規程等への準拠性の検証を目的とした

内部監査を実施し、定期的に代表取締役社長に報告する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書その他取締役の業務に関

わる重要文書を、文書管理規程ほか社内規程の定める方法により適切に保存

し管理する。

・情報の不正使用及び漏洩の防止をはかるための情報セキュリティ体制を構築

する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・業務執行に係るリスクについて、社内諸規程に基づき常時それぞれの部門に

おいてリスク管理を行い、統制すべきリスクごとに責任部署を明確にして効

率的な統制活動を行う。

・重大な危機が発生した場合には、社長を本部長とする危機管理本部を速やか

に組織し、危機への対応やその速やかな収拾に向けた活動を実施する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会を原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、

取締役の業務執行状況の監視・監督を行う。

・取締役及び社長指名を受けた者をメンバーとする経営会議を原則毎月開催し、

業務執行における重要事項について審議を行い、業務執行の円滑適正な運営

をはかる。

・職務分掌規程及び職務権限規程を定め、職位及び各職位の責任と権限を明確

にし、業務の効率的な運営をはかるとともに責任体制を確立する。
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(5) 当社ならびに当社の親会社から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制

・当社は、株式会社麻生を頂点とする「麻生グループ」に属しており、親会社

である株式会社麻生より取締役または監査役の派遣を受ける。

・麻生グループは、グループ行動基準を制定し、株式会社麻生のグループ経営

委員会のなかにグループコンプライアンス委員会を設置しており、コンプラ

イアンス上の問題についてグループ全体の相談窓口を設置している。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役は、必要に応じて、監査役の業務補助のため特定の使用人に業務を命

じることができることとする。

・監査役の業務補助を行う使用人を選任する場合は、取締役と監査役が協議を

行い、その使用人の取締役からの独立性を確保するため、人事異動等の人事

権に関する事項については監査役の同意を必要とする。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制ならびにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保す

るための体制

・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見し

たとき、または職務の執行に関する不正行為または法令・定款に違反する事

項を発見したときは、直ちに監査役に報告する。

・監査役は、取締役会のほか重要事項を審議する会議に出席するとともに、必

要に応じて業務に関し取締役及び使用人に説明を求めるものとする。

・監査役は、代表取締役社長、会計監査人、内部監査部門との情報交換に努め、

監査の実効性を確保する。

・監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で弁護士、

公認会計士等外部専門家を活用することとする。

(8) 反社会的勢力排除に向けた体制

・当社は、企業行動規範を定め、社会的秩序や健全な企業活動を脅かす反社会

的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず、不当な要求に対しては組織的に

毅然とした姿勢で対応する。

(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制

・当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、

有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に

努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
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貸 借 対 照 表

（平成22年３月31日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 1,541,715 流 動 負 債 1,317,180

現 金 及 び 預 金 394,307 支 払 手 形 647,896

受 取 手 形 314,615 工 事 未 払 金 400,843

完成工事未収入金 786,960 買 掛 金 648

売 掛 金 1,389 短 期 借 入 金 66,000

未 成 工 事 支 出 金 5,338 一年以内償還予定社債 54,000

材 料 貯 蔵 品 21,194 リ ー ス 債 務 8,686

前 払 費 用 12,602 未 払 金 64,731

繰 延 税 金 資 産 23,061 未 払 費 用 3,892

その他の流動資産 10,406 未 払 法 人 税 等 9,281

貸 倒 引 当 金 △28,162 未 払 消 費 税 等 23,498

固 定 資 産 1,532,270 未 成 工 事 受 入 金 4,935

有 形 固 定 資 産 1,286,222 賞 与 引 当 金 27,468

建 物 63,729 完成工事補償引当金 3,818

構 築 物 769 預 り 金 1,479

機 械 及 び 装 置 78,935 固 定 負 債 336,801

車 両 運 搬 具 915 社 債 126,000

工具、器具及び備品 14,557 リ ー ス 債 務 26,247

土 地 1,122,839 退 職 給 付 引 当 金 163,660

リ ー ス 資 産 4,475 役員退職慰労引当金 18,103

無 形 固 定 資 産 31,145 受 入 保 証 金 2,791

リ ー ス 資 産 28,795 負 債 合 計 1,653,981

電 話 加 入 権 2,350 （純 資 産 の 部）

   投 資 そ の 他 の 資 産 214,902 株 主 資 本 1,427,052

投 資 有 価 証 券 20,998 資 本 金 209,200

出 資 金 36,668 資 本 剰 余 金 180,400

破 産 更 生 債 権 等 53,635 資 本 準 備 金 180,400

長 期 前 払 費 用 1,624 利 益 剰 余 金 1,038,066

長期繰延税金資産 65,738 利 益 準 備 金 24,050

長 期 保 証 金 17,781 その他利益剰余金 1,014,016

ゴ ル フ 会 員 権 92,055 別 途 積 立 金 985,000

貸 倒 引 当 金 △73,600 繰越利益剰余金 29,016

繰 延 資 産 2,165 自 己 株 式 △613

社 債 発 行 費 2,165 評価・換算差額等 △4,883

その他有価証券評価差額金 △4,883

純 資 産 合 計 1,422,169

資 産 合 計 3,076,150 負債・純資産合計 3,076,150

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 3,817,215

商 品 売 上 高 22,585 3,839,801

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 3,207,007

商 品 売 上 原 価 11,339 3,218,347

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 610,208

商 品 売 上 総 利 益 11,246 621,454

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 606,081

営 業 利 益 15,372

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 643

受 取 技 術 料 8,693

雑 収 入 4,479 13,816

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,242

雑 支 出 2,862 6,104

経 常 利 益 23,085

特 別 利 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 13,010

受 取 労 務 費 8,828

受 取 保 険 金 1,290 23,129

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3,238

前 期 損 益 修 正 損 2,800 6,038

税 引 前 当 期 純 利 益 40,176

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,400

法 人 税 等 追 徴 税 額 5,748

法 人 税 等 調 整 額 △7,797 4,351

当 期 純 利 益 35,824

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計

平成21年３月31日残高 209,200 180,400 180,400

事業年度中の変動額

 剰余金の配当

 当期純利益

 別途積立金の取崩

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― ―

平成22年３月31日残高 209,200 180,400 180,400

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益
剰余金

平成21年３月31日残高 24,050 1,035,000 △39,716 1,019,333 △613 1,408,319

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △17,091 △17,091 △17,091

　当期純利益 35,824 35,824 35,824

　別途積立金の取崩 △50,000 50,000 ― ―

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― △50,000 68,733 18,733 ― 18,733

平成22年３月31日残高 24,050 985,000 29,016 1,038,066 △613 1,427,052

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成21年３月31日残高 △9,893 △9,893 1,398,425

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △17,091

　当期純利益 35,824

　別途積立金の取崩 ―

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

5,009 5,009 5,009

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 5,009 5,009 23,743

平成22年３月31日残高 △4,883 △4,883 1,422,169

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

　 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
　 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

関 係 会 社 出 資 金……………移動平均法による原価法
　 その他有価証券
　 時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しております。)

　 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
未 成 工 事 支 出 金……………個別法による原価法
材 料 貯 蔵 品……………移動平均法による原価法（なお、貸借対照表価額につい

ては、いずれも収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
によっております。）

　 (3) 固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産

( リ ー ス 資 産 を 除 く )

……………定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、
定額法を採用しております。

　 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物及び構築物 10～38年
　機械装置及び車両運搬具 ５～７年
無 形 固 定 資 産

( リ ー ス 資 産 を 除 く )

リース資産

……………

……………

定額法によっております。

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
によっております。なお、所有権移転外ファイナンス・
リース取引のうちリース取引開始日が平成20年３月31日
以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。

　  (4) 繰延資産の処理方法
社 債 発 行 費……………社債償還期間にわたり均等償却しております。

　 (5) 引当金の計上方法
貸 倒 引 当 金……………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

賞 与 引 当 金……………従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額の
うち当事業年度の負担額を計上しております。

完成工事補償引当金……………完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年
度末に至る１年間の完成工事高に対する将来の補償見積
額に基づき計上しております。

退 職 給 付 引 当 金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年
度末に発生していると認められる額を簡便法により計上
しております。

役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
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　 (6) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工

事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しております。な
お、工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは原価比例法に
よっております。

        (会計方針の変更)
請負契約に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契
約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当
事業年度より適用し、当事業年度に着手した工事契約から、当事業年度末までの進捗部分
について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積り
は原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
　これにより、当事業年度の売上高は280,560千円増加し、営業利益、経常利益及び税引
前当期純利益は49,102千円それぞれ増加しております。

        (7) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　 2. 貸借対照表に関する注記
　 (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産
　建 物 27,197千円
　土 地 1,122,839千円
　計 1,150,036千円

② 上記の担保資産に対する債務
　支 払 手 形 26,013千円
　工 事 未 払 金 19,877千円
　買 掛 金 543千円
　短 期 借 入 金 66,000千円
　社 債 180,000千円
　合 計 292,434千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,017,397千円
(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
　 短期金銭債権 2,992千円

　 3. 損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高
　 営業取引による取引高
　 売上高 7,439千円
　 営業取引以外の取引による取引高 12,611千円
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　 4. 株主資本等変動計算書に関する注記
　 (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前 事 業 年 度 末
株 式 数 （株)

当 事 業 年 度

増 加 株 式 数 （株 )

当 事 業 年 度

減 少 株 式 数 （株 )

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （株)

普通株式 3,420,000 ― ― 3,420,000

　 (2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前 事 業 年 度 末
株 式 数 （株)

当 事 業 年 度

増 加 株 式 数 （株 )

当 事 業 年 度

減 少 株 式 数 （株 )

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （株)

普通株式 1,752 ― ― 1,752

　 (3) 剰余金の配当に関する事項
　 ① 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平 成 21 年 6 月 25 日

定 時 株 主 総 会
普通株式 17,091 ５ 平成21年３月31日 平成21年６月26日

　 ② 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平 成 22 年 6 月 25 日

定 時 株 主 総 会
普通株式 利益剰余金 17,091 ５ 平成22年３月31日 平成22年６月28日

　 (4) 当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数
　 該当事項はありません。

　 5. 税効果会計に関する注記
　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　繰延税金資産
　 貸倒引当金 20,276千円
　 賞与引当金 10,979千円
　 未払事業税 579千円
　 退職給付引当金 65,414千円
　 ゴルフ会員権評価損 31,000千円
　 減損損失 2,431千円
　 その他有価証券評価差額金 1,952千円
　 その他 12,187千円
　 繰延税金資産小計 144,821千円
　 評価性引当額 △56,021千円
　 繰延税金資産合計 88,800千円
　繰延税金負債
　 その他有価証券評価差額金 ―
　繰延税金資産（負債）の純額 88,800千円

　 6. リースにより使用する固定資産に関する注記
　貸借対照表上に計上した固定資産の他、車両運搬具、パソコン、ソフトウェア及び複写機
等の一部については所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
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　 7. 金融商品に関する注記
　 (1) 金融商品の状況に関する事項

　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
　営業債権である受取手形及び完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程
に沿ってリスク低減をはかっております。
　営業債務である支払手形及び工事未払金は、その全てが１年以内の支払期日であります。

        (2) 金融商品の時価等に関する事項
　平成22年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に
ついては、次のとおりであります。

貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額

（1）現 金 及 び 預 金 394,307千円 394,307千円 ー

（2）受 取 手 形 314,615千円 314,615千円 ー

（3）完成工事未収入金 786,960千円 786,960千円 ー

（4）支 払 手 形 (647,896千円) (647,896千円) ー

（5）工 事 未 払 金 (400,843千円) (400,843千円) ー

（注)1. 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注)2. 金融商品の時価の算定方法

（1）現金及び預金
　預金はすべて短期間であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。

（2）受取手形、並びに（3）完成工事未収入金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。

（4）支払手形、並びに（5）工事未払金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。

（追加情報）
　当事業年度より「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日）
及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年
３月10日)を適用しております。

　 8. 持分法損益に関する注記

　      関 連 会 社 に 対 す る 投 資 の 金 額 36,668千円

          持 分 法 を 適 用 し た 場 合 の 投 資 の 金 額 37,701千円

          持分法を適用した場合の投資利益(損失△) △743千円
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　 9. 関連当事者との取引に関する注記
　 (1) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

議決権等の
被所有割合

(％)

関係内容
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
株式会社
麻 生

直接
　   41.5

２名
工事請負 工事請負 7,439

完成工事
未収入金

2,992

間接
　   20.4

管 理 業 務 受 託 駐車場管理 1,097 ― ―

　 (2) 子会社等

属性
会社等
の名称

議決権等の
所有割合
(％)

関係内容
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社

広 東 冠 生

土 木 工 事

技 術 有 限

公 司

出資割合
　   40.0

３名 技術協力 工法実施料他 11,513 ― ―

　 (3) 兄弟会社等

属性
会社等
の名称

議決権等の
被所有割合

(％)

関係内容
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の

子 会 社

麻生商事
株式会社

間接
　    8.7

なし

工事請負 工事請負
12,030 受取手形 103

支払手形 11,098

工事用資機
材等の仕入

工事用材料
等の購入

20,377 工事未払金 1,771

親会社の

子 会 社

麻生ラフ
ァージュ
セメント
株式会社

なし なし

セメント
販売の仲介

販売手数料 5,717
その他
流動資産

816

支払手形 26,013

工事未払金 19,877

工事用材料
の購入

工事用材料
の購入

130,630 買掛金 543

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま
れております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
　 市場価格を勘案して、その都度価格交渉のうえ、決定しております。

　 10. １株当たり情報に関する注記
　 １株当たり純資産額 416円 05銭
　 １株当たり当期純利益 10円 48銭

     11.  重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

　平成22年５月13日
麻生フオームクリート株式会社
　取締役会 御 中

                   新日本有限責任監査法人

                   指定有限責任社員
                   業務執行社員 公認会計士 東 能利生 ㊞
                   指定有限責任社員
                   業務執行社員 公認会計士 森 行 一 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、麻生フオームク
リート株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第49期事業年
度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及び
その附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か
ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細
書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。
監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及
びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の
結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附
属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
　
　追記情報

　個別注記表の「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記」の(6)完成工事
高及び完成工事原価の計上基準に記載されているとおり、当事業年度より「工
事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適
用している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

　 以 上

― 19 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2010年05月28日 17時05分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.20 20100222_01）



　

監査役会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第49期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議
の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法およびその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状
況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、
情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行
が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の
適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３
項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備
されている体制 (内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。以
上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について
検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また会計監査人から「職務の
遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号
に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審
議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)について検討いたしました。

2. 監査の結果
　(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても指摘
すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

　 平成22年５月14日
　 麻生フオームクリート株式会社

　 常勤監査役 (社外監査役) 福 原  章 介 ㊞
　 社外監査役 松 本  敏 男 ㊞
　 監査役 小 平       徹 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

　議案及び参考事項

　 第１号議案　剰余金の処分の件

　 剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　 期末配当に関する事項

　当社の配当方針につきましては、安定的な配当の継続と当期の業績等を

勘案し、適正な成果の配分を基本としております。

　当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開

等を勘案いたしまして、次のとおりといたしたいと存じます。

　 (1) 配当財産の種類

　 金銭といたします。

　 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　 当社普通株式１株につき５円

　 総額17,091,240円

　 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成22年６月28日
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　 第２号議案　取締役５名選任の件

取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。

つきましては、あらためて取締役５名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当
所有する当社
の 株 式 数

１
河 村 洋 介

(昭和21年９月９日)

平成２年10月 麻生セメント株式会社（現株式会社麻生）
入社

2,000株

平成10年６月 同社取締役営業部長

平成11年６月 同社常務取締役営業部長兼財務部長

平成12年３月 同社常務取締役

平成13年８月 麻生セメント株式会社（現麻生ラファー
ジュセメント株式会社）専務取締役

平成15年６月 株式会社麻生取締役

平成16年７月 同社取締役グループ経営委員会委員

平成18年12月 麻生ラファージュセメント株式会社
取締役（現任）

平成19年６月 株式会社麻生常務取締役グループ経営委
員会委員

平成20年４月 当社顧問

平成20年６月 当社取締役

平成21年４月 当社代表取締役社長

平成21年４月 株式会社麻生取締役グループ経営委員会
委員（現任）

平成22年４月 当社代表取締役社長生産技術本部長（現
任）
(重要な兼職の状況)

株式会社麻生取締役

麻生ラファージュセメント株式会社取締
役

２
牧 瀬   明

(昭和24年６月14日)

昭和55年６月 当社入社

7,000株

平成８年４月 当社東京支店営業部長

平成11年６月 当社東京支店長

平成13年６月 当社執行役員東京支店長

平成16年６月 当社取締役営業本部副本部長

平成17年12月 当社取締役営業本部副本部長兼東京支店
長

平成18年４月 当社取締役営業本部副本部長

平成18年６月 当社代表取締役社長

平成21年４月 当社代表取締役専務取締役

平成21年６月 当社代表取締役専務取締役営業本部長
（現任）

３
原 田 敬 一

(昭和24年８月17日)

昭和48年４月 麻生セメント株式会社（現株式会社麻生）
入社

1,000株

平成12年３月 同社管理部長兼マネージャー

平成14年４月 麻生セメント株式会社（現麻生ラファー
ジュセメント株式会社）人事総務部長

平成17年４月 同社取締役人事総務部長

平成19年４月 当社入社顧問

平成19年６月 当社取締役管理部長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当
所有する当社
の 株 式 数

４
吉 田 裕 司

(昭和23年10月26日)

昭和48年11月 当社入社

3,600株

平成７年４月 当社東京支店長

平成11年６月 当社取締役

平成11年７月 当社取締役営業本部副本部長

平成13年６月 当社取締役工事本部長

平成14年４月 当社取締役東京支店長

平成15年４月 当社取締役福岡支店担当

平成16年４月 当社取締役福岡支店長

平成17年４月 当社執行役員福岡支店長

平成20年４月 当社執行役員東京支店長

平成20年６月 当社取締役東京支店長

平成22年４月 当社取締役生産技術本部副本部長（現任）

５
杉 山 嘉 則

(昭和37年11月16日)

昭和63年４月 麻生セメント株式会社（現株式会社麻生)
入社

　－株

平成13年７月 同社リニューアル技術事業部診断工事グ
ループマネージャー

平成16年２月 同社リニューアル技術事業部長

平成18年７月 同社建設コンサルティング事業部長

平成21年６月 当社取締役生産技術本部長

平成21年６月 株式会社麻生取締役建設コンサルティン
グ事業部長（現任）

平成22年４月 当社取締役（現任）

(重要な兼職の状況)

株式会社麻生取締役建設コンサルティン
グ事業部長

(注) 1. 麻生セメント株式会社は、平成13年７月１日付で株式会社麻生に商号変更いたしました。
そして、株式会社麻生は、平成13年８月１日付でセメント部門を分社して麻生セメント株
式会社を設立いたしました。その後、麻生セメント株式会社は、平成16年11月１日付で麻
生ラファージュセメント株式会社に商号変更し、現在に至っております。

2. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はございません。
3. 候補者河村洋介氏は、現在、親会社である株式会社麻生の業務を執行しております。なお、

株式会社麻生における現在及び過去５年間の地位及び担当については、「略歴、重要な兼職
の状況、当社における地位及び担当」に記載のとおりであります。

4. 候補者原田敬一氏は、過去５年間に当社の親会社である株式会社麻生の子会社である麻生
ラファージュセメント株式会社の業務執行者になったことがあります。同氏の当該会社に
おける業務執行者としての地位及び担当は、「略歴、重要な兼職の状況、当社における地位
及び担当」に記載のとおりであります。

5. 候補者杉山嘉則氏は、現在、親会社である株式会社麻生の業務を執行をしております。な
お、株式会社麻生における地位及び担当につきましては、「略歴、重要な兼職の状況、当社
における地位及び担当」に記載のとおりであります。
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　 第３号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役

１名の選任をお願いいたします。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、 当 社 に お け る 地 位
所有する当社
の 株 式 数

腰 原 誠

(昭和16年６月16日)

昭和47年４月 弁護士登録

－株昭和52年４月 腰原法律事務所開設

平成17年４月 腰原・金久保法律事務所開設代表（現任）

(注) 1. 腰原誠氏が代表を務める腰原・金久保法律事務所と当社との間には法律顧問契約がありま
す。

　 なお、同氏個人との間には特別の利害関係はございません。
2. 腰原誠氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 腰原誠氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として長年培われた

専門知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選
任をお願いするものであります。

　 また、同氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外監査
役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

以 上
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メ モ 欄

― 25 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2010年05月28日 17時05分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.20 20100222_01）



　

メ モ 欄
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株主総会会場ご案内図

横浜市港北区新横浜二丁目３番地１
新横浜フジビューホテル 東館２階 芙蓉の間
電話 (045) 473－0021 (代表)

●交通の便

◆JR新横浜駅北口 }下車徒歩２分

(日産スタジアム方面)　市営地下鉄ブルーライン新横浜駅５番出口

◆第三京浜港北I.C.より車で約20分
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